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不
法
入
国
・
不
法
滞
在
に
係
る
諸
問
題

１ 

治
安
に
影
響
を
及
ぼ
す

 　
大
量
の
不
法
滞
在
者

一　
出
入
国
管
理
制
度
の
概
況

　

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
、
昭
和
二
〇
年
九

月
、
出
入
国
管
理
が
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
指
揮

監
督
下
に
入
り
、
外
国
人
の
入
国
に
つ
い
て
も
連
合

国
軍
最
高
司
令
官
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
入
国
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
二
五
年
、
戦
前
か
ら
続
い
た
警
察
主
導
の
管
理

方
式
か
ら
、
外
務
省
の
外
局
と
し
て
「
出
入
国
管
理

庁
」（
現
入
国
管
理
局
）
を
設
置
し
、
入
国
管
理
行

政
を
一
元
的
に
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
続
い
て

二
六
年
「
出
入
国
管
理
令
」
が
制
定
さ
れ
、
二
七
年

に
は
、
平
和
条
約
の
発
効
に
伴
い
、
法
律
と
し
て
の

効
力
を
認
め
ら
れ
、
同
年
八
月
か
ら
は
所
管
庁
を
法

務
省
に
移
し
、
組
織
名
も
「
入
国
管
理
局
」
に
改
め

ら
れ
ま
し
た
。
五
六
年
に
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す

る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴
う
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」（
以
下
「
入
管
法
」

と
い
う
。）
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
元
年
に
、
在
留
資
格
の
整
備
、
不

法
就
労
助
長
罪
の
新
設
等
を
内
容
と
す
る
改
正
が
行

わ
れ
、
九
年
に
は
集
団
密
航
に
対
す
る
罪
の
新
設
等

の
改
正
、
一
〇
年
に
は
旅
券
の
定
義
に
つ
い
て
の
改

正
、
一
一
年
に
は
不
法
在
留
罪
の
新
設
、
上
陸
拒
否

期
間
の
延
長
、
再
入
国
許
可
の
有
効
期
間
の
延
長
に

つ
い
て
の
改
正
、
一
三
年
に
は
上
陸
拒
否
・
退
去
強

制
に
つ
い
て
の
改
正
、
一
五
年
に
は
追
加
改
正
が
そ

れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。

二　
入
管
法
違
反
の
推
移

　

昭
和
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
韓

国
か
ら
の
不
法
入
国
事
件
が
最
も
多
く
、
摘
発
さ
れ

た
事
件
の
大
半
を
占
め
、
特
に
二
一
年
に
は
朝
鮮
半

島
か
ら
の
不
法
入
国
者
が
後
を
絶
た
ず
、一
万
七
、〇

〇
〇
人
以
上
を
検
挙
し
ま
し
た
。
四
〇
年
代
に
入
っ

て
、
韓
国
以
外
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
等
か
ら
の
短
期

入
国
者
に
よ
る
資
格
外
活
動
と
不
法
残
留
事
件
が
増

加
し
始
め
、
五
〇
年
代
以
降
も
同
傾
向
で
推
移
し
て

い
ま
す
。

　

特
に
、
六
〇
年
代
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経

済
期
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
労
働
市
場
の
逼ひ

っ

迫

と
そ
れ
に
伴
う
国
内
賃
金
の
上
昇
を
背
景
と
し
て
、

多
数
の
外
国
人
が
就
労
を
目
的
と
し
て
来
日
し
、
そ

の
流
れ
は
、
最
近
に
お
け
る
我
が
国
の
厳
し
い
経
済

情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
来
日
を
望
む

外
国
人
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
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外
国
人
入
国
者
数
の
推
移
を
み
る
と
、
戦
後
の
我

が
国
の
復
興
、
国
際
交
流
の
活
発
化
、
国
際
航
空
路

線
の
新
規
開
設
・
増
便
等
に
伴
っ
て
、
法
務
省
が
統

計
を
取
り
始
め
た
二
五
年
に
は
約
一
万
八
、
〇
〇
〇

人
で
あ
っ
た
の
が
、五
三
年
に
は
一
〇
〇
万
人
、五
九

年
に
は
二
〇
〇
万
人
、
平
成
二
年
に
は
三
〇
〇
万

人
、
八
年
に
は
四
〇
〇
万
人
、
一
二
年
に
は
五
〇
〇

万
人
を
突
破
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
国
際
化
の
進
展
の
中
、
法
務
省
入

国
管
理
局
の
電
算
統
計
に
基
づ
く
推
計
に
よ
れ

ば
、
我
が
国
の
不
法
残
留
者
数
は
、
統
計
を
取
り

始
め
た
平
成
二
年
に
は
一
〇
万
六
、四
九
七
人
で

あ
っ
た
の
が
、
四
年
に
は
二
〇
万
人
を
超
え
、
五

年
の
二
九
万
八
、六
四
六
人
を
ピ
ー
ク
に
若
干
の
減

少
傾
向
を
示
し
つ
つ
も
、
一
五
年
一
月
一
日
現
在

二
二
万
五
五
二
人
と
、
依
然
と
し
て
二
〇
万
人
以
上

の
大
量
の
不
法
残
留
者
が
滞
留
し
て
い
ま
す
（
図
１

参
照
）。

　

加
え
て
、正
規
の
入
国
で
は
な
く
、密
航
等
の
手
段

に
よ
り
不
法
に
入
国
し
、
そ
の
ま
ま
本
邦
に
在
留
す

る
不
法
在
留
者
が
計
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

不
法
滞
在
者
は
相
当
な
数
に
上
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
不
法
滞
在
者
の
ほ
と
ん
ど
は
不
法
に
就
労

し
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
不
法
就
労
よ
り
も
効

率
的
に
利
益
を
得
る
手
段
と
し
て
犯
罪
に
手
を
染
め

る
者
も
お
り
、
さ
ら
に
、
地
縁
、
血
縁
等
に
よ
っ
て

我
が
国
国
内
で
犯
罪
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
あ
る
い

は
我
が
国
の
暴
力
団
や
外
国
に
本
拠
を
置
く
国
際
犯

罪
組
織
と
連
携
を
図
る
な
ど
、
大
量
の
不
法
滞
在
者

の
存
在
は
来
日
外
国
人
に
よ
る
各
種
犯
罪
の
温
床
に

な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
我
が
国
の
治
安
に
重
大

な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
情
勢
の
下
、
警
察
に
お
け
る
入
管
法
違

反
の
検
挙
人
員
は
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代

前
半
ま
で
は
一
、
○
○
○
人
台
、
四
〇
年
代
か
ら
五

〇
年
代
ま
で
は
一
、
○
○
○
人
以
下
で
推
移
し
て
い

た
の
に
対
し
、
六
〇
年
代
以
降
急
激
に
増
加
し
、
平

成
一
五
年
に
は
、
九
、五
七
九
人
を
検
挙
し
ま
し
た

（
図
２
参
照
）。

２ 

多
発
し
た
集
団
密
航
事
件

　

密
航
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
昭

和
二
一
年
に
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
不
法
入
国
者
が
後

を
絶
た
ず
、
一
万
七
、
〇
〇
〇
人
以
上
を
検
挙
し
ま

し
た
。
ま
た
二
五
年
の
朝
鮮
動
乱
と
こ
れ
に
続
く
韓

国
の
不
安
定
な
国
内
情
勢
に
よ
り
、
三
〇
年
代
前
半

ま
で
は
、
韓
国
か
ら
の
密
航
事
犯
が
多
く
、
お
お
む

ね
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
続
い
て
い
た
も
の
の
、
韓
国
経

済
の
復
興
、
日
韓
国
交
の
正
常
化
等
に
よ
っ
て
減
少

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
で
あ
る

ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
流
出
が
始
ま
り
、
そ
の
受
け
入

れ
を
一
万
人
枠
を
超
え
て
推
進
し
た
結
果
、
こ
れ
に

乗
じ
た
偽
装
難
民
事
件
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
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平
成
元
年
五
月
、
長
崎
県
に
一
〇
七
人
の
偽
装

ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
を
乗
せ
た
船
が
漂
着
し
た
の
を
皮

切
り
に
、
偽
装
難
民
事
件
が
多
発
し
、
同
年
一
〇
月

ま
で
に
二
二
件
二
、八
〇
四
人
が
漂
着
し
、調
査
の
結

果
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
難
民
を
偽
装
し
た
中
国

人
又
は
中
国
に
居
住
す
る
ベ
ト
ナ
ム
華
僑
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
不
法
入
国
者
と
し
て
退
去
強
制
さ
れ

ま
し
た
。

　

警
察
庁
で
は
、
二
年
か
ら
、
警
察
及
び
海
上
保
安

庁
が
検
挙
し
た
集
団
密
航
事
件
の
検
挙
件
数
・
人
員

の
統
計
を
取
り
始
め
、
二
年
に
は
一
件
一
五
人
の
検

挙
で
し
た
が
、
四
年
に
は
急
増
し
、
九
年
に
は
七
三

件
一
、三
六
〇
人
を
検
挙
し
ま
し
た
。

　

集
団
密
航
者
の
大
半
は
中
国
人
で
、
こ
う
し
た
集

団
密
航
事
件
の
多
く
に
は
「
蛇
頭
」
と
呼
ば
れ
る
中

国
の
密
航
請
負
組
織
の
介
在
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

密
航
請
負
組
織
は
、
相
当
の
請
負
料
を
目
的
と
し

て
、送
り
出
し
国
で
の
密
航
者
の
勧
誘
、引
率
、
搬
送
、

船
舶
や
偽
造
旅
券
の
調
達
、
行
き
先
国
で
の
密
航
者

の
隠
匿
、不
法
就
労
の
斡あ

っ

旋せ
ん

等
を
分
業
に
よ
り
行
い
、

集
団
密
航
事
件
多
発
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
請
負
料
の
取
り
立
て
を
め
ぐ
っ
て
、
殺

人
等
の
凶
悪
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
受
入
組
織

を
我
が
国
国
内
に
構
築
し
て
広
域
的
に
活
動
し
、
一

部
で
は
暴
力
団
員
と
の
連
携
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

船
舶
に
よ
る
集
団
密
航
事
件
は
、
九
年
を
ピ
ー
ク

に
減
少
傾
向
と
な
り
、
密
航
用
に
仕
立
て
た
船
舶
で

大
量
の
密
航
者
を
搬
送
す
る
手
法
は
影
を
潜
め
、
よ

り
発
見
さ
れ
に
く
い
少
人
数
に
よ
る
密
航
、
コ
ン
テ

ナ
に
潜
伏
す
る
密
航
等
が
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
り
、

犯
行
の
巧
妙
化
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
偽
変
造
旅
券
を
使
用
し
た
不
法
入
国
事
案

に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近
で
は
、
偽
変
造
技
術

の
発
達
等
に
よ
り
、
航
空
機
を
利
用
し
て
入
国
審
査

時
に
偽
変
造
旅
券
の
行
使
を
看
破
さ
れ
ず
に
不
法
入

国
し
、
不
法
在
留
す
る
外
国
人
の
検
挙
が
急
増
す
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

３ 

不
法
滞
在
を
助
長
す
る
文
書

　

 

偽
造
事
件
等
の
多
発

　

前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
四
〇
年
代
に
入
り
、
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
等
か
ら
の
短
期
入
国
者
に
よ
る
不
法
就

労
活
動
と
不
法
残
留
事
件
が
増
加
し
始
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
外
国
人
に
対
す
る
技
術
指
導
を
日
本
で
効

果
的
に
行
う
必
要
性
か
ら
五
六
年
に
始
ま
っ
た
「
研

修
制
度
」、
五
八
年
に
政
府
の
基
本
方
針
と
し
て
提

唱
さ
れ
た
「
留
学
生
受
入
れ
一
〇
万
人
計
画
」
等
の

各
種
制
度
・
在
留
資
格
を
専
ら
本
邦
で
の
就
労
を
目

的
に
入
国
の
手
段
と
し
て
悪
用
し
、
不
法
に
就
労
し

て
い
る
実
態
が
顕
在
化
し
、
不
法
就
労
問
題
が
深
刻

化
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
平
成
四
年
、警
察
庁
、

法
務
省
、
厚
生
労
働
省
の
三
省
庁
は
、「
不
法
就
労

外
国
人
対
策
等
関
係
局
長
連
絡
会
議
」、「
不
法
就
労

外
国
人
対
策
等
協
議
会
」
を
発
足
さ
せ
、
定
期
的
に

蛇頭が密航者の監視に使用した凶器、戒具等（平成10年7月、千葉)
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情
報
交
換
を
行
い
、
合
同
摘
発
の
実
施
等
不
法
就
労

対
策
に
資
す
る
具
体
的
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
滞
在
を
助
長
す
る
文
書
偽
造
事
件
等
に
つ
い

て
は
、
日
本
人
と
の
婚
姻
関
係
を
偽
装
す
る
偽
装
結

婚
事
案
、中
国
残
留
孤
児
の
家
族
を
偽
装
す
る
事
案
、

旅
券
や
外
国
人
登
録
証
明
書
を
偽
造
し
て
売
買
す
る

「
偽
造
工
場
」
事
案
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交

付
申
請
書
類
の
虚
偽
申
請
事
案
、
不
法
滞
在
外
国
人

が
我
が
国
の
旅
券
を
不
正
に
取
得
す
る
事
案
、
犯
罪

収
益
等
を
不
正
に
送
金
す
る
「
地
下
銀
行
」
事
案
等

を
相
次
い
で
摘
発
し
た
結
果
、
そ
の
多
く
が
暴
力
団

や
各
種
偽
造
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
が
営
利
目
的
で
組
織
的

に
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
し
た
。

　

と
り
わ
け
、
最
近
、
偽
変
造
旅
券
を
使
用
し
て
入

国
し
不
法
に
在
留
し
て
い
た
外
国
人
の
検
挙
事
案
と

正
規
の
在
留
資
格
を
取
得
し
て
入
国
し
て
き
た
研
修

生
や
留
学
・
就
学
生
等
が
失
踪
し
不
法
就
労
し
て
い

る
事
案
が
多
発
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
は
、

偽
造
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
国
外
送
り
出
し
組
織
、
国
内
で

の
引
き
抜
き
・
職
業
斡
旋
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
犯
罪
組
織

の
暗
躍
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

【
事
例
①
】

　

埼
玉
県
警
察
で
は
、東
京
入
国
管
理
局
と
連
携
し
、

平
成
一
六
年
三
月
、
東
京
都
内
で
日
本
語
学
校
を
経

営
し
て
い
た
会
社
役
員
を
有
印
私
文
書
偽
造
・
同
行

使
罪
他
八
件
で
送
致
す
る
と
と
も
に
、
関
連
被
疑
者

九
人
を
有
印
公
文
書
偽
造
等
で
検
挙
し
、
二
五
人
を

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
違
反（
不
法
残
留
等
）

で
入
管
収
容
し
ま
し
た
。

　

本
件
は
、
同
会
社
役
員
が
、
偽
造
文
書
を
行
使
し

て
大
量
の
中
国
人
を
違
法
に
呼
び
寄
せ
て
い
た
も
の

で
、
そ
の
手
口
と
し
て
は
、
就
学
生
を
偽
装
、
稼
働

先
を
偽
装
、
家
族
滞
在
を
偽
装
、
短
期

商
用
ビ
ザ
の
不
正
取
得
、
偽
装
結
婚
等

多
岐
に
わ
た
り
、
現
在
ま
で
判
明
し
て

い
る
だ
け
で
一
、四
〇
〇
余
人
の
不
法

入
国
（
企
図
者
を
含
む
）、
在
留
に
関

与
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
事
例
②
】

　

愛
知
県
警
察
で
は
、
平
成
一
六
年

五
月
、
岐
阜
県
岐
阜
市
所
在
の
偽
造
工

場
を
摘
発
し
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
偽
造
機

材
等
約
四
〇
〇
点
を
押
収
す
る
と
と
も

に
、
主
犯
格
の
中
国
人
男
性
ほ
か
偽
造

組
織
関
係
者
の
中
国
人
男
女
七
人
を
検

挙
し
ま
し
た
。

　

本
件
で
は
、
全
国
で
初
め
て
、
外
国

人
登
録
証
明
書
の
偽
造
用
ホ
ロ
グ
ラ
ム

シ
ー
ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
を
外
国
人

登
録
証
明
書
の
大
き
さ
に
切
り
取
る
型

抜
き
器
、
偽
造
用
素
材
集
と
し
て
全
国

九
三
自
治
体
の
公
印
の
印
影
や
運
転
免

虚偽の申請文書を作成するために使用されたパソコン等（平成15年11月、埼玉）

許
証
等
の
様
式
を
記
録
し
た
電
磁
記
録
媒
体
が
押
収

さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
偽
造
さ
れ
た
外
国
人
登
録
証

明
書
と
旅
券
は
、
セ
ッ
ト
で
三
万
五
千
円
か
ら
五
万

円
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。


